
大和市告示第１５９号 

大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年７月２３日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市がん検診推進事業実施要綱（平成２２年大和市告示第１１２号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「平成２９年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施について（平

成２９年３月２７日健発０３２７第４号厚生労働省健康局長通知）」を「新たなステージに入っ

たがん検診の総合支援事業の実施について（平成３０年３月２８日健発０３２８第２０号厚生労

働省健康局長通知）」に改める。 

第８条中「診療所」の次に「、医療法人徳洲会大和徳洲会病院」を加える。 

第１４条を第１５条とし、第１１条から第１３条までを１条ずつ繰り下げ、第１０条の次に次

の１条を加える。 

（暴力団等の排除） 

第１１条 市長は、大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）第８条の規定により、

この要綱による助成から暴力団を排除するため、神奈川県警察本部（警察法（昭和２９年法律

第１６２号）第４７条第１項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をいう。）に、申請者

が暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に該当するか否かの紹介を行うことがで

きる。 

２ 市長は、前項の照会により申請者が暴力団等に該当するときは、第１０条第３項の規定による

女性の決定を行わない。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第３条関係） 

検診の種類 性別等 年齢 生年月日 

子宮頸がん検診 女性 １９歳 平成１０年４月２日から平成１１年４月１日まで 

２０歳 平成９年４月２日から平成１０年４月１日まで 

２１歳 平成８年４月２日から平成９年４月１日まで 

２３歳 平成６年４月２日から平成７年４月１日まで 

２５歳 平成４年４月２日から平成５年４月１日まで 

２７歳 平成２年４月２日から平成３年４月１日まで 

乳がん検診（視触診

及びマンモグラフィ

併用） 

女性 ４０歳 昭和５２年４月２日から昭和５３年４月１日まで 

４５歳 昭和４７年４月２日から昭和４８年４月１日まで 

５０歳 昭和４２年４月２日から昭和４３年４月１日まで 

５５歳 昭和３７年４月２日から昭和３８年４月１日まで 



附 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 


